
区 民 福 祉 委 員 会 

令和７年１２月４日 
 

墨田区特別養護老人ホームたちばなホームの指定管理者の指定について 
 

１ 施設の名称 
  墨田区特別養護老人ホームたちばなホーム（墨田区立花三丁目１０番１号） 
 
２ 指定の期間 
  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間） 
 
３ 指定管理者とする団体 
 ⑴ 名称 
   社会福祉法人 賛育会 
 ⑵ 所在地 
   東京都墨田区太平三丁目１７番８号 
 ⑶ 代表者氏名 
   理事長 平野 昭宏 
 ⑷ 沿革 
   大正１５年９月 法人設立 
   昭和２７年５月 社会福祉法人設立 
 ⑸ 同種事業の実績（自治体からの受託運営等） 
  ア 本区での実績 
    平成１８年度～ 墨田区特別養護老人ホームはなみずきホーム指定管理者 

墨田区はなみずき高齢者在宅サービスセンター指定管理者 
墨田区特別養護老人ホームたちばなホーム指定管理者 
墨田区たちばな高齢者在宅サービスセンター指定管理者（令和３ 
年３月３１日まで） 

  イ 他自治体での実績 
    区立特別養護老人ホーム指定管理者 １施設 
 
４ 選定経過及び選定理由 
⑴ 募集内容 

   指定管理者の選定に当たっては、「指定管理者の指定の手続等に関する要綱」第２条

第４号に規定する公募しないこととする特別な事情に該当している。 

   また、現指定管理者による施設の管理運営状況を評価した結果、区が定める水準を充

たしている。 

   以上のことから、公募によらず、現指定管理者を指名した。 
 

指定管理者の指定の手続等に関する要綱（抄） 
（公募によらない指定管理者の指定） 

第２条 指定管理者の指定に当たって公募しないこととする特別の事情があると認める場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑷ 施設の統廃合若しくは機能転換又は改築、大規模修繕、移転等（次条において「施設の廃止等」という。）の予定

（検討中を含む。）がある場合 

⑵ 選定経過 
   墨田区指定管理者選定委員会において、主管部検討部会（外部委員を含む。）での審

査を経た現指定管理者について、申請書類等に基づき、評価項目である①利用者サービ
スの向上、②効率的・効果的な施設の運営、③事業計画の遂行能力の３項目に関する審
査を行った。 

 
⑶ 選定理由 

   審査の結果、現指定管理者は、評価項目の評価の合計点が設定した水準を超えたこと
から、墨田区特別養護老人ホームたちばなホームの設置目的を効果的・効率的に実現す
ることが期待できるため選定した。 



 
５ 事業計画の要点 
 ⑴ 管理運営の方針 
   墨田区特別養護老人ホームたちばなホームの設置目的及び指定管理者制度の趣旨を

踏まえ、以下の５つの運営方針を定めている。 
  ア 平等で高いレベルのサービスの提供 
  イ サービスの標準化と法令遵守の徹底 
  ウ 法人全体での事故発生防止、苦情対応、感染症対策 
  エ 人権の擁護と快適な生活環境の提供 
  オ 住み慣れた町で自立した生活を営むための支援 
 
⑵ 主な提案内容 
ア 利用者サービスの向上に関する提案 

   ① 機能回復訓練員を中心に多職種が連携し、専門性の高い生活機能及び健康維持管
理支援を実施する。 

   ② 施設サービス計画に基づく個別性の高い介護支援、閉じこもり予防、入浴サービ
ス、生活機能の維持向上を図るための支援を行う。 

   ③ 介護度が重度の方や医療ニーズの高い方を積極的に受入れる。 
   ④ ２４時間介護による課題把握や家族へのフィードバックによる自宅での介護の

充実のための支援を実施する。 
⑤ 地域づくりの拠点として、高齢者、障害者、地域住民、学生などあらゆる世代の

交流の場である「たちばなカフェ」を開催する。 
 

  イ 効率的・効果的な施設の運営に関する提案 
① 指定管理料（提案額）：８３，２８６，０００円 
② 介護用品等はスケールメリットを活かし、法人単位で共同購入する。 
③ 区内団体やボランティアを活用し、利用者の生活向上支援を行う。 
④ 日計稼働表を利用し、スタッフへの経営意識教育を行う。 

 
  ウ 事業計画の遂行能力に関する提案 
   ① 法人内での職種別・経験別研修、担当者会による研修を開催し、職員のスキルア

ップを図る。 
   ② 緊急時には近隣の施設の応援が得られるよう危機管理委員会を設置する。また、

町会・自治会との防災協定の締結、避難訓練の実施、水・食料、衛生材料の備蓄に
より、危機管理体制を構築する。 

   ③ 法人内に感染対策委員会を設置し、感染症専門医・看護師による施設への訪問指
導、改善を行う。 

 
６ 現指定管理者による施設の管理運営状況 

⑴  施設の利用状況・指定管理料等の推移 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用数 22,067人 22,146人 22,296人 

施設稼働率 97.6％ 98.0％ 98.3％ 

指定管理料 49,253,000円 63,401,000円 58,599,716円 

利用料金収入等 288,754,760円 289,745,755円 306,878,604円 

 
⑵ 施設の管理運営状況に関する評価 
ア 業務運営 

   ① 医師や看護師による日常の健康管理に加え、協力医療機関や近隣施設と連携した
迅速な医療対応を行っている。 

   ② 多職種が連携し、寝たきり状態を防ぎ自立した生活を送れるよう、生活機能の維
持・向上を図るための多様な支援を行っている。 



③ 季節行事やクラブ活動、児童館等との交流を通じ、利用者の興味・関心に応じて
生活を充実させる取組を行っている。 

 
  イ 運営体制・管理体制 
   ① これまでの施設運営を通じて培った、病院をはじめとした様々な機関・施設との

連携が可能であるという強みを活かし、利用者の意向に沿った柔軟できめ細かいサ
ービスを提供する運営体制が整っている。 

   ② 他自治体の施設で経験した水害による被災の教訓を活かした災害対応や、法人が
運営する病院と連携した感染症対策など、緊急時の管理運営体制が構築されている。 

③ 多様化するニーズに対応できる幅広い視点を持った人材を育成するため、法人事
務局が中心となって多様で計画的な研修制度を設けている。 



審査結果 
 

１２名の委員が評価し、その合計点により審査を行った。 

評価項目（配点） 
得点 

社会福祉法人賛育会 

１ 利用者サービスの向上（38 点×12 人＝456 点） 344 点 

⑴ 利用者にとって平等に利用できる環境が整えられているか 

（2 点×12 人＝24 点） 
19 点 

⑵ 施設の設置目的を達成するための事業計画となっているか 

（28 点×12 人＝336 点） 
260 点 

ア 施設の設置目的を達成し、利用者にあった居宅サービスとなる事業計画

となっているか                      

（14 点×12 人＝168 点） 

（129 点） 

イ 施設の設置目的を達成し、利用者にあった短期入所サービスとなる事業

計画となっているか 

（14 点×12 人＝168 点） 

（131 点） 

⑶ 利用者サービスの向上につながる独自の提案があり、実現が可能か 

（4 点×12 人＝48 点） 
35 点 

⑷ 利用者の要望・意見等を聴くための手段と業務改善の取組があるか 

（4 点×12 人＝48 点） 
30 点 

２ 効率的・効果的な施設の運営（26 点×12 人＝312 点） 186 点 

⑴ 施設の設置目的を踏まえた管理・運営方針となっているか 

（10 点×12 人＝120 点） 
86 点 

⑵ 施設の維持管理経費を節減するための積極的な取組があるか 

（4 点×12 人＝48 点） 
25 点 

⑶ 提案額は、事業計画を実現するための適正な額となっているか 

（6 点×12 人＝72 点） 
25 点 

⑷ 区民の雇用や区内企業の活用を図る取組があるか 

（4 点×12 人＝48 点） 
36 点 

⑸ 利用者の増加策や施設稼働率（利用率）向上への取組は効果的か 

（2 点×12 人＝24 点） 
14 点 

３ 事業計画の遂行能力（36 点×12 人＝432 点） 307 点 

⑴ 経営状況及び財政基盤は安定しているか 

（10 点×12 人＝120 点） 
81 点 

⑵ 職員構成、職員数及び組織の管理・運営体制は適切か 

（10 点×12 人＝120 点） 
88 点 

⑶ 管理責任者及び職員の資格や経験は適切であり、職員のスキルアップに向

けた取組は十分か 

（2 点×12 人＝24 点） 

17 点 

⑷ 個人情報保護の徹底及び積極的な情報公開を行う計画となっているか 

（2 点×12 人＝24 点） 
13 点 

⑸ 災害その他緊急時の危機管理体制及び苦情処理体制は明確か 

（12 点×12 人＝144 点） 
108 点 

ア 災害その他緊急時の危機管理体制は明確か                      

（4 点×12 人＝48 点） 
（37 点） 

イ 感染症対策は適切であり、施設内での感染症発生時の体制は明確か 

（4 点×12 人＝48 点） 
（39 点） 

ウ 苦情処理体制は明確か 

（4 点×12 人＝48 点） 
（32 点） 

合計（100 点×12 人＝1200点） 837 点 
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特別養護老人ホームはたちばなホーム 

指定管理者 申請者提案概要 

項目 社会福祉法人 賛育会 

１ 利用者サービスの向上 

（１）利用者にとって平等に

利用できる環境が整えら

れているか 

・地域医療・福祉を担う歴史ある法人として、平等に高いレベルのサービスを

提供する。 

（２）施設の設置目的を達成

するための事業計画とな

っているか 

・多職種連携による専門性の高い生活機能の維持及び健康管理を行う。 

・法人全体で事故発生防止、苦情対応、感染対策に取り組む。  

ア 施設の設置目的を達

成し、利用者にあった居

宅サービスとなる事業

計画となっているか 

【居宅サービス】 

・施設サービス計画に基づく個別性の高い介護支援、閉じこもり予防、生活機

能の維持向上を図るための専門的な支援を実施する。 

・尊厳のある看取りケア、認知症ケアを行う。 

イ 施設の設置目的を達

成し、利用者にあった短

期入所サービスとなる

事業計画となっている

か。 

【短期入所サービス】 

・自宅での生活習慣を尊重した個別ケアを実践する。 

・介護支援専門員と連携し、在宅での介護負担を軽減するための支援を行う。 

（３）利用者サービスの向上

につながる独自の提案が

あり、実現が可能か 

・重介護、重度認知症、医療ニーズの高い利用者を積極的に受け入れる。 

・生活機能の向上を図るため、多職種が連携し専門的な支援を行う。  

（４）利用者の要望・意見等

を聴くための手段と業務

改善の取組があるか 

・苦情対策委員会や法人苦情等受付窓口を設置し、広く要望・苦情に対処す

る。 

・利用者懇談会や家族懇談会、満足度調査、面談や電話相談を実施する。 

２ 効率的・効果的な施設の運営 

（１）施設の設置目的を踏ま

えた管理・運営方針とな

っているか 

・住み慣れた町で自立した生活を営むための支援を行う。 

・地域との連携、地域貢献を行う。（防災協定、施設見学会、青少年福祉教育

への協力） 

・施設長会議等により法人情報を共有し、法令遵守とサービスの向上、安全で

的確な施設運営、稼動率の向上を図る。 

（２）施設の維持管理経費を

節減するための積極的な

取組があるか 

・適正な人件費執行のため、施設・法人単位で人事計画を定める。 

・スケールメリットを活かし、法人単位で介護用品等を共同購入する。 

（３）提案額は、事業計画を

実現するための適正な額

となっているか 

・指定管理料（提案額）：特養 ８３，２８６，０００円 

（４）区民の雇用や区内企業

の活用を図る取組がある

か 

・委託・購入先の選定の際に区内企業に参加を求め、積極的に活用する。 

・ボランティアを活用し、利用者の生活向上を支援する。 

（５）利用者の増加策や施設

稼働率（利用率）向上へ

の取組は効果的か 

・定期的なニーズ把握により、サービス内容の見直しと充実を図る。 

・日計稼働率表を利用し、スタッフへ経営意識教育を行う。 

３ 事業計画の遂行能力 

（１）経営状況及び財政基盤

は安定しているか 

・売上      令和６年：14,040,697 千円、令和５年：13,299,705 千円 

・営業利益    令和６年：  252,143 千円、令和５年：  △15,809 千円 
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項目 社会福祉法人 賛育会 

・経常利益    令和６年：   253,469 千円、令和５年：     8,942 千円 

・流動比率    令和６年          220％、令和５年：     271％ 

・固定長期適合率 令和６年：      86％、令和５年：         83％  

・自己資本比率  令和６年：      59％、令和５年：        61％ 

（２）職員構成、職員数及び

組織の管理・運営体制は

適切か 

・常勤職員３０名、非常勤職員３２名  

（３）管理責任者及び職員の 

資格や経験は適切であり、

職員のスキルアップに向 

けた取組は十分か 

・管理責任者は高齢者介護施設事業に２３年従事している。 

・介護福祉士、看護師、作業療法士等の多職種が在籍している。 

・階層別研修や役割強化研修などを実施し、人材育成を計画的に進める。 

（４）個人情報保護の徹底及

び積極的な情報公開を行

う計画となっているか 

・情報公開は規程に定めた所定の方法で開示し、ホームページ上で公開する。 

（５）災害その他緊急時の危

機管理体制及び苦情処理

体制は明確か 

・危機管理委員会を設置するとともに、町会・自治会との防災応援協定締結や

避難訓練を実施する。 

・事故対策委員会を設置し、事故の検証と改善を図る。 

 


